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(57)【要約】
【課題】各検査者における判断基準のバラツキを抑制し
て、評価基準のぶれが少ない安定した判断による整合性
に優れた検査結果を得る。
【解決手段】内視鏡装置は、撮像部によって取得された
検査画像に対する評価判定の判定結果を受け付ける操作
部と、前記判定結果の情報に基づいて、データ蓄積部に
保存されている判定支援画像を検索して抽出する制御部
と、抽出された前記判定支援画像を前記検査画像と共に
表示部に表示させる表示制御部とを具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部によって取得された検査画像に対する評価判定の判定結果を受け付ける操作部と
、
　前記判定結果の情報に基づいて、データ蓄積部に保存されている判定支援画像を検索し
て抽出する制御部と、
　抽出された前記判定支援画像を前記検査画像と共に表示部に表示させる表示制御部と
を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記撮像部が検査画像を取得した検査部位の情報及び前記判定結果の情
報に基づいて前記判定支援画像を検索して抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記操作部は、前記評価判定の判定結果の修正を受け付け、
　前記制御部は、修正された前記判定結果に基づいて、前記判定支援画像を再検索して抽
出し、
　前記表示制御部は、再検索されて抽出された前記判定支援画像を表示に用いる
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記操作部は、前記評価判定の判定結果の確定操作を受け付け、
　前記制御部は、確定された前記判定結果の情報を前記検査画像に付与して記録させる。
ことを特徴とする請求項１又は３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記操作部は、前記判定支援画像の切換え操作を受け付け、
　前記表示制御部は、前記判定支援画像の切換え操作に応じて、表示する前記判定支援画
像を切換える
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記判定結果は、検査対象物の傷の種類及び傷のランクを示すものである
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記判定支援画像は、検査対象物の傷の種類及び傷のランクの情報が付与された過去の
検査画像又は傷の種類及び傷のランクの基準として作成されたリファレンス画像である
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記操作部は、前記検査画像を記録する検査フォルダの指定を受け付け、
　前記制御部は、前記判定結果の情報が付与された検査画像を指定された検査フォルダに
格納させる
ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記表示制御部は、前記撮像部が前記検査画像を取得した機材と同一機材について過去
に取得された検査画像、前記機材と同じタイプの機材ついて過去に取得された検査画像、
前記リファレンス画像の優先順で前記判定支援画像を表示する
ことを特徴とする請求項７に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、表示する前記判定支援画像が、前記同一機材についてのものか前記
同じタイプの機材についてのものか前記リファレンス画像であるかを示す表示を行う
ことを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記データ蓄積部に保存されている判定支援画像には、異常箇所の位置を示すマークが
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付与されており、
　前記表示制御部は、前記判定支援画像の表示に際して、前記マークを表示又は非表示に
設定する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、検査対象物の傷の種類の評価判定に際して、傷の種類毎に作成され
た複数の代表画像のうち評価判定された傷の種類に応じた代表画像を前記表示部に表示さ
せる
ことを特徴とする請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の内視鏡装置と、
　前記内視鏡装置と、ネットワークを介して接続されたサーバと、を含み、
　前記データ蓄積部は、前記サーバに設けられている
ことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記内視鏡装置は、メモリを具備し、
　前記サーバは、前記判定結果の情報に基づく前記判定支援画像の検索及び抽出処理の前
に、前記データ蓄積部に保存されている前記判定支援画像を前記内視鏡装置に転送して前
記メモリに記憶させる
ことを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記サーバから転送されて前記メモリに記憶された前記判定支援画像に
対して検索及び抽出処理を行う
ことを特徴とする請求項１４に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
　前記制御部は、前記メモリに前記判定支援画像を記憶させる場合には以前に記憶されて
いた前記判定支援画像を消去する
ことを特徴とする請求項１４に記載の内視鏡システム。
【請求項１７】
　操作部によって、撮像部によって取得された検査画像に対する評価判定の判定結果を受
け付け、
　制御部によって、前記判定結果の情報に基づいて、データ蓄積部に保存されている判定
支援画像を検索して抽出し、
　表示制御部によって、抽出された前記判定支援画像を前記検査画像と共に表示部に表示
させる
ことを特徴とする検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置、内視鏡システム及び検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡装置は、工業分野及び医療分野において広く利用されている。内視鏡
装置は、先端部に撮像ユニットが設けられた挿入部を有し、検査者であるユーザは、挿入
部の先端部を被写体に接近させ、挿入部の先端部の撮像ユニットにより撮像された画像を
モニタに表示させ、かつ必要に応じて記憶装置に画像を記録させることができる。例えば
、ユーザは、本体に、USBメモリなどの記憶装置を接続して、その記憶装置に内視鏡画像
を記録することができる。
【０００３】
　例えば、特許文献１においては、各タービン翼毎に過去の画像を記録する技術が開示さ
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れている。
【０００４】
　更に、内視鏡装置は、検査によって得た検査画像の記録に際して、例えば傷の種類や、
ランク等の検査結果を画像ファイルに付与することもできるようになっている。これらの
検査画像と検査結果の情報を用いることで、検査レポートの作成を効果的に行うことも可
能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２２５０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、検査箇所についての傷の種類とランクを決定する作業は、検査者個人の判断
による。この検査結果は個人毎にバラツキが生じやすい。判断基準は、マニュアル等で規
定されており、検査結果の検査者毎のバラツキを低減するためには、検査者がマニュアル
を都度参照するか又は記憶しておく必要があり、検査者の負担が大きいという問題があっ
た。
【０００７】
　本発明は、各検査者における判断基準のバラツキを抑制して、評価基準のぶれが少ない
安定した判断による整合性に優れた検査結果を得ることができる内視鏡装置、内視鏡シス
テム及び検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、撮像部によって取得された検査画像に対する評価判定
の判定結果を受け付ける操作部と、前記判定結果の情報に基づいて、データ蓄積部に保存
されている判定支援画像を検索して抽出する制御部と、抽出された前記判定支援画像を前
記検査画像と共に表示部に表示させる表示制御部とを具備する。
【０００９】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、請求項１に記載の内視鏡装置と、前記内視鏡装置
と、ネットワークを介して接続されたサーバと、を含み、前記データ蓄積部は、前記サー
バに設けられている。
【００１０】
　本発明の一態様の検査方法は、操作部によって、撮像部によって取得された検査画像に
対する評価判定の判定結果を受け付け、制御部によって、前記判定結果の情報に基づいて
、データ蓄積部に保存されている判定支援画像を検索して抽出し、表示制御部によって、
抽出された前記判定支援画像を前記検査画像と共に表示部に表示させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、各検査者における判断基準のバラツキを抑制して、評価基準のぶれが
少ない安定した判断による整合性に優れた検査結果を得ることができるという効果を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置を示す外観構成図。
【図２】内視鏡装置１の本体部２の内部の回路構成を説明するためのブロック図。
【図３】階層構造のフォルダの例を説明するための説明図。
【図４】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図５】検査フォルダの指定操作時の画面表示の例を示す説明図。
【図６】傷の種類の選択時の画面表示の例を示す説明図。
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【図７】傷のランクの選択時の画面表示の例を示す説明図。
【図８】静止画と判定支援画像との画面表示の例を示す説明図。
【図９】変形例を示すフローチャート。
【図１０】変形例を示すフローチャート。
【図１１】代表画像の表示例を示す説明図。
【図１２】第２の実施の形態を示すブロック図。
【図１３】第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１４】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置を示す外観構成図である。
【００１５】
　本実施の形態は、内視鏡検査に際して、損傷等の異常についての評価判定に際して評価
基準を想起させるための画像（以下、判定支援画像という）を表示させる。このような判
定支援画像としては、過去の検査において取得された内視鏡画像（検査画像）である過去
画像や評価基準として予め作成されるリファレンス画像等が考えられる。本実施の形態に
おいては、過去画像等の判定支援画像を記録保持するとともに、傷の種類及びランク等を
考慮して判定支援画像を検索して表示を行うことで、各検査者の検査における評価判定の
バラツキを低減して、評価基準に適合する評価を容易にするものである。
【００１６】
　なお、以下の説明では、過去の検査において取得された内視鏡画像（検査画像）である
過去画像を記録保持するとともに、傷の種類及びランク等を考慮して検索した過去画像の
表示を行う例について説明するが、過去画像に代えてリファレンス画像を検索して表示す
るようになっていてもよい。なお、リファレンス画像とは、傷の長さ、幅や深さ等が記載
された参考画像やスケッチ画像をいう。
【００１７】
　先ず、図１に基づき、内視鏡装置１の構成について説明する。
【００１８】
　図１に示すように、内視鏡装置１は、メインユニットである本体部２と、本体部２に接
続されるスコープユニット３とを含んで構成される。本体部２は、内視鏡画像（検査画像
）、操作メニュー等が表示される表示装置としての液晶パネル（以下、ＬＣＤと略す）４
を有する。ＬＣＤ４は、内視鏡画像を表示する表示部である。後述するように、ＬＣＤ４
にタッチパネル（図２）が設けられてもよい。スコープユニット３は、操作部５と、接続
ケーブルであるユニバーサルケーブル６により、本体部２と接続され、可撓性の挿入チュ
ーブからなる挿入部７を有する。スコープユニット３は、本体部２に着脱可能となってい
る。挿入部７の先端部８には、後述する撮像ユニット（図２）が内蔵されている。撮像ユ
ニットは、撮像素子、例えばＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等、と、撮像素子の撮像面側
に配置されたレンズ等の撮像光学系から構成される。先端部８の基端側には、湾曲部９が
設けられている。先端部８には、光学アダプタ１０が取り付け可能になっている。操作部
５には、フリーズボタン、記録指示ボタン（以下、ＲＥＣボタン）、上下左右（Ｕ／Ｄ／
Ｌ／Ｒ）方向ジョイスティック、湾曲用ジョイスティック、等の各種操作ボタンが、設け
られている。
【００１９】
　ユーザは、操作部５の各種操作ボタンを操作して、被写体の撮像、静止画記録等を行う
ことができる。さらに、ユーザは、後述する内視鏡画像の記録先フォルダを変更する場合
には、操作部５に設けられたジョイスティック５ａを、上下左右のいずれかの方向に傾倒
させる操作をすることによって、記録先フォルダの選択をすることができる。またＬＣＤ
４にタッチパネルが設けられている構成の場合、ユーザは、タッチパネルを操作して、内
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視鏡装置１の種々の操作を指示することもできる。すなわち、タッチパネルは、内視鏡装
置１の動作内容を指示する操作部を構成する。
【００２０】
　撮像して得られた内視鏡画像の画像データは、検査対象の検査データであり、記録媒体
であるメモリカード１１に記録される。メモリカード１１は、本体部２に対して着脱可能
となっている。データ蓄積部としてのメモリカード１１には、検査画像だけでなく、過去
画像やリファレンス画像等も記録されるようになっていてもよい。
【００２１】
　なお、本実施の形態では、画像データは、本体部２に対して着脱可能な記録媒体として
メモリカード１１に記録されるが、本体部２に内蔵された図示しないフラッシュメモリ等
の記録媒体に記録されるようにしてもよい。
【００２２】
　また、画像データの記録をメモリカード１１に代えて本体部２の外部の機器において行
ってもよい。例えば、外部機器として記録媒体を備えたファイルサーバを採用し、本体部
２にサーバとの通信を行うためのインタフェースを設けて、検査画像、過去画像、リファ
レンス画像等をファイルサーバに記録するようになっていてもよい。
【００２３】
　ユーザは、検査対象の検査部位に、挿入部７の先端部８を近付けて、その検査部位を撮
影して内視鏡画像を得、この内視鏡画像をＬＣＤ４に表示させることができる。さらに、
後述するように、ユーザは、検査時に内視鏡画像を記録するメモリカード１１内のフォル
ダを確認しながら、かつ必要であれば、操作部５のジョイスティック５ａを操作して、内
視鏡画像の記録先フォルダを変更することができる。
【００２４】
　更に、ユーザは、検査画像毎に、傷の種類及びランクを評価し、評価判定の結果を検査
画像に対応付けて記録させることもできるようになっている。この場合において、本実施
の形態においては、本体部２は、ユーザの評価判定の判定結果に基づいて検索した過去画
像をＬＣＤ４の表示画面上に表示させることで、評価判定のバラツキを低減させ、評価基
準に適合した評価を容易にするための支援を行うようになっている。
【００２５】
（回路構成）
　図２は、内視鏡装置１の本体部２の内部の回路構成を説明するためのブロック図である
。
【００２６】
　本体部２は、中央処理装置（以下、ＣＰＵという）２１と、ＲＯＭ２２と、ＲＡＭ２３
とを含み、互いにバス２４を介して接続されている。さらに、バス２４には、複数の各種
インタフェース（以下、Ｉ／Ｆという）２５～３０が接続されている。Ｉ／Ｆ２５は、ス
コープ３の撮像ユニット４１への駆動信号の送信と、撮像ユニット４１からの撮像信号の
受信を行うための駆動及び受信回路である。Ｉ／Ｆ２６は、照明部としてのＬＥＤ４２へ
駆動信号を送信するための駆動回路である。
【００２７】
　Ｉ／Ｆ２７は、操作部５からの各種操作信号を受信するための回路である。操作部５か
らの各種操作信号には、ジョイスティック５ａの操作信号が含まれる。ＬＣＤ４にタッチ
パネル３２が設けられている構成の場合、Ｉ／Ｆ２８は、操作部としてのタッチパネル３
２への駆動信号及びタッチパネル３２からの操作信号を受信するための回路として設けら
れる。Ｉ／Ｆ２９は、ＬＣＤ４への画像信号を供給するための回路である。表示制御部と
してのＣＰＵ２１は、ＬＣＤ４の表示を制御する。
【００２８】
　Ｉ／Ｆ３０は、メモリカード１１への画像信号の書き込みとメモリカード１１からの画
像信号の読み出しを行うための回路である。Ｉ／Ｆ３０は、本体部２に設けられたコネク
タ３３を介して、メモリカード１１に接続されている。メモリカード１１は、コネクタ３
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３に着脱可能に装着される。
【００２９】
　各Ｉ／Ｆは、ＣＰＵ２１の制御の下で、動作する。内視鏡装置１が起動されると、ＣＰ
Ｕ２１は、各種駆動信号をＩ／Ｆ２５を介して撮像ユニット４１へ出力し、撮像ユニット
４１は、撮像信号をＣＰＵ２１へ出力する。ＣＰＵ２１が、ＬＥＤ４２の駆動指示信号を
Ｉ／Ｆ２６へ出力し、ＬＥＤ４２はＩ／Ｆ２６の出力により駆動されて、被写体を照明し
、その結果、ＬＣＤ４にライブ画像が表示される。
【００３０】
　操作部５は、Ｉ／Ｆ２７を介して、ＣＰＵ２１に接続されている。操作部５は、操作部
５に対するユーザによる操作を受け付け、ユーザ操作に基づく各種操作信号をＣＰＵ２１
へ供給する。ユーザが、後述するようなフリーズボタンを押すと、ＣＰＵ２１は、撮像ユ
ニット４１からの撮像信号に基づいて静止画を生成し、さらにユーザがＲＥＣボタンを押
すと、その静止画の画像データは、メモリカード１１に記録される。フリーズによる静止
画は、ＬＣＤ４に表示されるので、ユーザは、静止画を確認することができ、その静止画
を記録する場合は、ＲＥＣボタンを押す。
【００３１】
（フォルダ及びファイル名）
　メモリカード１１内には、ＣＰＵ２１等によって、ユーザ操作に基づく任意のフォルダ
が作成される。例えば、ユーザは、図示しないパーソナルコンピュータを用いて、メモリ
カード１１内に、階層構造を有する複数のフォルダを、内視鏡検査の前に作成してもよい
。例えば、ユーザは、メモリカード１１内の「ｒｏｏｔ」フォルダの下に、所望のフォル
ダ名で階層構造を有するフォルダを複数作成することができる。そして、後述するように
、ユーザは、スコープ３の撮像ユニット４１で撮像して得られた内視鏡画像を、メモリカ
ード１１内の所望のフォルダに記録することができる。
【００３２】
　例えば、メモリカード１１内に作成するフォルダの階層構造と、フォルダ名及び各フォ
ルダ内に格納する内視鏡画像のファイル名とを、検査対象の検査物、検査部位等に応じて
適宜設定することによって、ファイル名及びフォルダ名から、いずれの検査部位の検査画
像であるかを容易に判断できる。
【００３３】
　図３はこのような階層構造のフォルダの例を説明するための説明図である。なお、図３
は、階層構造のフォルダを説明するために、各フォルダとそのフォルダに含まれるファイ
ルを模式的に表現したもので、ここでは、フォルダが２つの階層すなわち２つのレベルを
有する例を示している。
【００３４】
　図３に示すように、メモリカード１１内には「ｒｏｏｔ」フォルダが作成されており、
この「ｒｏｏｔ」の下に、「ＤＣＩＭ」のフォルダがあり、「ＤＣＩＭ」のフォルダの下
に、「ＩＶ７０００１」という下位フォルダがある。　
　また、「ｒｏｏｔ」の下には、「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」のフォルダが作成され
、「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」のフォルダの下に、「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮ
Ｅ１＿１」と「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿２」と「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿Ｚ
ＯＮＥ２＿１」という３つの下位フォルダが作成されている。
【００３５】
　さらに、「ｒｏｏｔ」の下には、「ＥＮＧＩＮＥ２＿ＳＮ００２」のフォルダも作成さ
れ、「ＥＮＧＩＮＥ２＿ＳＮ００２」のフォルダの下に、「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯ
ＮＥ１＿１」と「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿３」という２つの下位フォルダが
作成されている。
【００３６】
　フォルダ中の「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」と「ＥＮＧＩＮＥ２＿ＳＮ００２」にお
ける「ＥＮＧＩＮＥ１」と「ＥＮＧＩＮＥ２」は、例えば、エンジン名称であり、「ＳＮ
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００１」と「ＳＮ００２」は、シリアル番号などであり、「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１
」と「ＥＮＧＩＮＥ２＿ＳＮ００２」は、それぞれ検査部位を示す。
【００３７】
　ユーザは、メモリカード１１内に、「ｒｏｏｔ」の下に、任意の名前でフォルダを予め
作成しておく。ユーザはこのフォルダの作成作業を、パーソナルコンピュータ等の外部装
置で行なってもよいし、内視鏡装置１にハードウェアキーボードを接続し、ハードウェア
キーボードを操作して行ってもよい。またユーザは、ＬＣＤ４に表示された設定画面及び
ＧＵＩとして構成されるソフトウェアキーボードを操作してフォルダの作成作業を行って
もよい。さらにまた、ＬＣＤ４にタッチパネル３２が設けられている構成の場合、ユーザ
はＬＣＤ４に表示された設定画面を用いて、タッチパネル３２等を操作してフォルダの作
成作業を行ってもよい。後述するように、ユーザは、このように予め作成した複数のフォ
ルダの中から任意のフォルダを、内視鏡画像の記録先フォルダとして選択して、その選択
したフォルダに、取得された内視鏡画像を記録することができる。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、フォルダの階層は２つであるが、フォルダの階層は、３つ以
上あってもよく、さらに、図３において点線で示すように、同階層のフォルダ数も、３つ
以上あってもよい。また必ずしもフォルダの階層は２つ以上である必要はなく、「ｒｏｏ
ｔ」の下に１階層のみのフォルダ構造であってもよい。
【００３９】
　本実施の形態においては、各検査部位に対する内視鏡検査によって、検査画像が取得さ
れると共に、各検査画像毎に、傷の種類及び傷の程度であるランクが評価判定され、検査
画像の画像ファイルに異常の検査結果として傷の種類及びランクの情報が付与されるよう
になっている。
【００４０】
　図３の例は、既に評価判定されて検査結果が付与された検査画像の画像ファイルが格納
されている例を示している。図３の例では、「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１」
と「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿２」と「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ２＿
１」の３つフォルダに、検査画像の画像ファイルがＪＰＥＧ形式で複数登録されているこ
とを示している。
【００４１】
　各フォルダに含まれるファイル名は、上位と下位の階層のフォルダ名に、ファイルマー
クと連番が追加された構成である。ファイルマークは、記録されるファイル名に付加され
る、識別記号として機能する所定のマークであり、例えば、傷のランクを示すものである
。すなわち、ファイル名は、「上位フォルダ名＿下位フォルダ名＿ファイルマーク＿連番
．ｊｐｇ」となっている。
【００４２】
　例えば、上位フォルダの「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」のフォルダ名と下位フォルダ
の「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１」のフォルダ名を、記号「＿」（アンダーバー）
で接続して、さらにファイルマーク「Ａ」と連番「００１」を付加して、「ＥＮＧＩＮＥ
１＿ＳＮ００１＿ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１＿Ａ＿００１．ｊｐｇ」という
ファイル名が生成されている。
【００４３】
　図３の例は、４種類のファイルマーク、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」が付加されて
いることを示しており、「Ａ」は「問題無し（Ａｃｃｅｐｔ）」、「Ｂ」は「要交換（Ｒ
ｅｊｅｃｔ）」、「Ｃ」は「要補修（Ｒｅｐａｉｒ）」、「Ｄ」は「要再検査（Ｒｅ－Ｉ
ｎｓｐｅｃｔ）」の各ランクを示している。また、ファイルマークとして、「Ｘ」（マー
ク無し（Ｎｏ　Ｍａｒｋ））が設定されていてもよい。なお、図３の例では、ファイルマ
ークは単一の文字であるが、複数の文字、「ＡＣＣＥＰＴ」、「ＲＥＰＡＩＲ」等の文字
列でもよい。
【００４４】
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　また、検査時に評価判定される傷としては、欠け、へこみ、はがれ等の表面欠陥、クラ
ック、腐食等の種類がある。本実施の形態においては、傷の種類の情報も各検査画像の画
像ファイルに付与される。例えば、傷の種類の情報については、画像ファイル中のＥＸＩ
Ｆ領域に保存されるようになっていてもよい。
【００４５】
　ＣＰＵ２１は、撮像ユニット４１の駆動、撮像ユニット４１による撮像画像のＬＣＤ４
の表示画面上での表示、内視鏡画像（検査画像）を記録する検査フォルダの指定、傷の種
類及びランク付けのための処理を行う。更に、ＣＰＵ２１は、傷の種類及びランクの指定
が行われると、ＲＯＭ２２内の検索プログラム領域２２ａに記録されている検索プログラ
ムを実行して、ユーザが指定した傷の種類及びランクに一致する情報が付与された過去画
像を検索して判定支援画像として表示する判定支援画像表示処理を実施するようになって
いる。この判定支援画像表示処理によって表示された判定支援画像を参照することで、各
検査者は評価基準に適合する評価を行ったか否かを容易に判断することができる。
【００４６】
　また、評価判定時において傷の位置が特定しやすいように、判定支援画像には傷位置を
囲む円や傷位置を示す矢印等の記号や、傷に関するテキスト文や、傷を特定する手書きで
のマーク等を付与しておいてもよい。例えばこれらの情報を判定支援画像の画像上でなく
、ＥＸＩＦ領域に記録しておいてもよい。この場合には、これらの情報を判定支援画像の
表示時に重畳表示することもでき、また非表示とすることもできる。
【００４７】
　また、ＣＰＵ２１は、判定支援画像の表示方法を適宜設定することができる。
【００４８】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図４から図８を参照して説明す
る。図４は第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートである。図５は検査
フォルダの指定操作時の画面表示の例を示す説明図である。図６は傷の種類の選択時の画
面表示の例を示す説明図であり、図７は傷のランクの選択時の画面表示の例を示す説明図
である。図８は静止画と判定支援画像との画面表示の例を示す説明図である。
【００４９】
　本体部２に電源が投入されて撮像ユニット４１による撮影が可能になると、ＣＰＵ２１
は、撮像ユニット４１によって撮影された内視鏡画像をライブ画像としてＬＣＤ４の表示
画面上に表示させる。そして、ＣＰＵ２１は、操作部５によって内視鏡画像（検査画像）
を記録する検査フォルダの指定操作を受け付け、ユーザ操作に基づいて検査フォルダを指
定する（ステップＳ１）。
【００５０】
　図５は検査フォルダの指定時における画面表示及び画面遷移の例を示している。ユーザ
は、画面に表示された検査対象（図５では、タービンブレード）のライブ画像を見ながら
、検査を行う。ＬＣＤ４の表示画面４ａには、そのライブ画像と、画像の記録先フォルダ
（検査フォルダ）名が表示される。電源ＯＮ後は、「ｒｏｏｔ」の下の「ＤＣＩＭ」フォ
ルダが記録先フォルダとして、予め設定されている。そのため、画面５１に示すように、
電源ＯＮ直後は、記録先フォルダとして、「ＤＣＩＭ￥」が、表示画面４ａ上に表示され
る。
【００５１】
　なお、図５の画面５１では、表示画面４ａの左上に、記録先フォルダが「ＤＣＩＭ」の
フォルダであることを示す情報「ＤＣＩＭ￥」が表示され、他の画面５２等においても、
表示画面４ａの左上に、記録先フォルダ名を含む情報が表示されているが、その情報の位
置は、画面の左上でなくてもよく、例えば、右上でもよい。
【００５２】
　さらになお、図５の場合、記録先フォルダを示す情報として、画面５１，５２，５３で
は、記録先フォルダのフォルダ名にマーク「￥」を付加しているが、マーク「￥」はなく
てもよい。
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【００５３】
　さらに、図５の場合、記録先フォルダを示す情報は記録先フォルダのフォルダ名を含む
情報であるが、ユーザが記録先フォルダを認識して判別できればよいので、記録先フォル
ダを示す情報は、記録先フォルダのフォルダ名を含まなくてもよい。
【００５４】
　ユーザは、予め作成した所望のフォルダに静止画を記録したい場合は、ジョイスティッ
ク５ａを操作することによって、そのフォルダを選択することができる。ジョイスティッ
ク５ａを、上（Ｕ）、下（Ｄ）、左（Ｌ）及び右（Ｒ）のいずれかの方向に傾倒させると
、その方向に応じて、階層構造の複数のフォルダの中から、フォルダが選択され、記録先
フォルダとして設定される。
【００５５】
　図５は、図３に示す２つの階層レベルを有し、各階層の下に２つのフォルダが作成され
ているフォルダ群の中から、記録先フォルダを選択する場合の画面遷移を表す。各階層内
における記録先フォルダの表示の順番は、フォルダの作成日時、フォルダ名のアルファベ
ット順等の所定の順番で行われるように予め設定されている。
【００５６】
　図５に示すように、画面５１の状態から、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すな
わちＤ方向に傾倒する）と、同階層の次のフォルダ（図３では、「ＤＣＩＭ」のフォルダ
の下のフォルダ）である「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」のフォルダが、記録先フォルダ
として選択され、画面は、画面５１から画面５２に遷移する。
【００５７】
　画面５２の状態で、ジョイスティック５ａを上に傾倒する（すなわちＵ方向に傾倒する
）と、同階層の前のフォルダ（図３では、「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」のフォルダの
上のフォルダ）である「ＤＣＩＭ」のフォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面
は、画面５２から画面５１に遷移する。
【００５８】
　画面５２の状態から、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾倒す
る）と、同階層の次のフォルダである「ＥＮＧＩＮＥ２＿ＳＮ００２」のフォルダが、記
録先フォルダとして選択され、画面は、画面５２から画面５３に遷移する。　
　画面５３の状態から、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾倒す
る）と、同階層の最初のフォルダである「ＤＣＩＭ」のフォルダが、記録先フォルダとし
て選択され、画面は、画面５３から画面５１に遷移する。
【００５９】
　また、画面５２の状態で、ジョイスティック５ａを右に傾倒する（すなわちＲ方向に傾
倒する）と、下位階層の最初のフォルダ（図３では、一番上のフォルダ）である「ＨＰＣ
＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１」のフォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面
は、画面５２から画面５４に遷移する。
【００６０】
　さらにまた、画面５４の状態で、ジョイスティック５ａを左に傾倒する（すなわちＬ方
向に傾倒する）と、上位階層のフォルダである「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１」のフォル
ダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５４から画面５２に遷移する。
【００６１】
　画面５４の状態から、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾倒す
る）と、同階層の次のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿２」のフォ
ルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５４から画面５５に遷移する。
【００６２】
　画面５５の状態で、ジョイスティック５ａを上に傾倒する（すなわちＵ方向に傾倒する
）と、同階層の前のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１」のフォル
ダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５５から画面５４に遷移する。
　画面５５の状態から、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾倒す



(11) JP 2019-56764 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

る）と、同階層の次のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ２＿１」のフォ
ルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５５から画面５６に遷移する。
　また、画面５６の状態で、ジョイスティック５ａを上に傾倒する（すなわちＵ方向に傾
倒する）と、同階層の前のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿２」の
フォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５６から画面５５に遷移する
。
　また、画面５４の状態で、ジョイスティック５ａを上に傾倒する（すなわちＵ方向に傾
倒する）と、同階層の最後のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ２＿１」
のフォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５４から画面５６に遷移す
る。
　また、画面５６の状態で、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾
倒する）と、同階層の最初のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１」
のフォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５６から画面５４に遷移す
る。
【００６３】
　さらにまた、画面５５あるいは画面５６の状態で、ジョイスティック５ａを左に傾倒す
る（すなわちＬ方向に傾倒する）と、上位階層のフォルダである「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ
００１」のフォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５５あるいは画面
５６から画面５２に遷移する。
【００６４】
　「ＥＮＧＩＮＥ２＿ＳＮ００２」のフォルダと、下位の２つフォルダ「ＨＰＣ＿ＳＴＡ
ＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１」、「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿３」の間の画面遷移
も、図５に示すように、画面５３，５７，５８間で、画面５２，５４－５６の画面遷移と
同様に遷移する。　
　従って、ユーザは、ライブ画像を見ながら、記録先フォルダを確認でき、かつ変更を容
易に行うことができる。なお、ジョイスティック５ａは、記録先フォルダの変更あるいは
選択のための専用のジョイスティックであるが、湾曲動作に使用するジョイスティックを
、モード切替の下で、記録先フォルダ選択のための操作器として用いるようにしてもよい
。
【００６５】
　なお、図５の場合、画面５５，５６又は５８から、それぞれ画面５２又は５３に遷移し
た後に、画面５２又は５３の状態で、ジョイスティック５ａを右に傾倒する（すなわちＲ
方向に傾倒する）と、下位階層の最初のフォルダである「ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮ
Ｅ１＿１」のフォルダが、記録先フォルダとして選択されるように、画面は、画面５２又
は５３から画面５４又は５７に遷移するが、画面５５，５６又は５８からそれぞれ画面５
２又は５３に遷移した後に、画面５２又は５３の状態で、ジョイスティック５ａが右に傾
倒された（すなわちＲ方向に傾倒された）場合は、図５において点線ＤＬ１で示すように
、画面５５，５６又は５８が表示されるようにしてもよい。そのためには、遷移画面のフ
ォルダデータをＲＡＭ２３に記憶しておき、遷移してきた前のフォルダを表示するように
、ＣＰＵ２１は、画面表示を制御する。
【００６６】
　なお、図５の場合は、デフォルトで「ＤＣＩＭ」のフォルダが記録先フォルダとして選
択又は設定されているが、デフォルトで、「ＤＣＩＭ」のフォルダ以外の最上位階層のフ
ォルダの中の所定のフォルダ、例えば第１のフォルダとしての「ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ０
０１」のフォルダ、を選択するようにしてもよい。
【００６７】
　さらになお、最上位の階層において、同階層のフォルダに移動するときに、「ＤＣＩＭ
」以外のフォルダ間のみで、選択されるようにしてもよい。図５において、点線ＤＬ２で
示すように、画面５３の状態で、ジョイスティック５ａを下に傾倒する（すなわちＤ方向
に傾倒する）と、画面５２に遷移し、画面５２の状態で、ジョイスティック５ａを上に傾
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倒する（すなわちＵ方向に傾倒する）と、画面５３に遷移するようにしてもよい。
【００６８】
　本実施の形態では現在選択中の階層のフォルダ名のみが画面に表示されているが、例え
ば下位の階層のフォルダ名を表示するとき、そのフォルダの上位の階層のフォルダ名を合
わせて表示するようにしてもよい。このとき、例えば画面５４におけるフォルダ名は、「
ＥＮＧＩＮＥ１＿ＳＮ００１￥ＨＰＣ＿ＳＴＡＧＥ１＿ＺＯＮＥ１＿１」となる。
【００６９】
　ユーザは、検査フォルダを指定すると、検査部位に挿入部７の先端部８を移動させて、
フリーズボタンを押下操作する。これにより、撮像ユニット４１は検査部位の静止画を取
得して、Ｉ／Ｆ２５を介してＣＰＵ２１に供給する。ＣＰＵ２１は、取得された静止画を
ＲＡＭ２３に記憶させると共に、Ｉ／Ｆ２９を介してＬＣＤ４に与えて、静止画（検査画
像）を表示させる（ステップＳ２）。
【００７０】
　本実施の形態においては、ＣＰＵ２１は、ステップＳ３において、検査画像を表示した
ＬＣＤ４の表示画面４ａ上に、傷の種類の選択のための表示を表示させる。
【００７１】
　図６はこの場合の表示例を示しており、表示画面４ａ上には、検査画像６１が表示され
ると共に、傷の種類の選択表示６２が表示されている。なお、図６では検査画像６１中の
ブレードにはクラック６１ａが発生していることを示している。また、図６では、傷の種
類として、クラック、へこみ、はがれ、欠け、腐食の５種類を指定可能な例を示している
が、これに限定されるものではない。
【００７２】
　検査者は検査画像６１中のクラック６１ａについて、傷の種類を評価判定して、判定結
果を指示する。例えば、検査者は、操作部５のジョイスティック５ａをＬ方向又はＲ方向
に傾倒させることで、傷が、クラック、へこみ、はがれ、腐食のいずれの種類であるかを
選択して図示しない決定ボタンの操作によって、傷の種類を指定してもよい。図６では、
実線は選択されている種類を示し、破線は選択されていない種類を示している。
【００７３】
　ＣＰＵ２１は、ユーザによる傷の種類の指定操作が終了すると、指定された傷の種類の
情報をＲＡＭ２３に記憶させ、次のステップＳ４において、検査画像を表示したＬＣＤ４
の表示画面４ａ上に、傷のランクの選択のための表示を表示させる。
【００７４】
　図７はこの場合の表示例を示しており、表示画面４ａ上には、検査画像６１が表示され
ると共に、ファイルマークとして指定する傷のランクの選択表示６３が表示されている。
図６では、傷のランクとして、上述したＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｘの５種類を指定可能な例を示
しているが、これに限定されるものではない。
【００７５】
　検査者は検査画像６１中のクラック６１ａについて、傷のランクを評価判定して、判定
結果を指示する。例えば、検査者は、操作部５のジョイスティック５ａをＬ方向又はＲ方
向に傾倒させることで、傷が、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｘのいずれのランクであるかを選択して
図示しない決定ボタンの操作によって、傷のランクを指定してもよい。図７では、実線は
選択されているランクを示し、破線は選択されていないランクを示している。
【００７６】
　ＣＰＵ２１は、ユーザによる傷のランクの指定操作が終了すると、指定された傷のラン
ク（ファイルマーク）の情報をＲＡＭ２３に記憶させて、次のステップＳ５に移行する。
ユーザによる検査対象物の傷等の異常について評価判定の判定結果は、この段階では確定
しない。本実施の形態においては、検査者毎の評価判定のバラツキを抑制するために、ユ
ーザが自分の判定結果が正しいか否かを比較的容易に判断できるように、ユーザの判定結
果に基づいて判定支援画像を表示させる。ユーザは、検査画像と判定支援画像とを見比べ
ることで、比較的容易に評価判定の正誤を判断できる。
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【００７７】
　即ち、ＣＰＵ２１は、ユーザが指定した傷の種類及び傷のランクを検索キーとして、過
去画像の検索を行う。例えば、ＣＰＵ２１は、現在指定されている検査フォルダ中におい
て、検査者が指定した傷の種類及びランクが付与された画像ファイルを検索して、検索結
果の画像（判定支援画像）を得る。上述したように、傷のランクはファイル名によって簡
単に検索することができる。また、傷の種類は、画像ファイル中のＥＸＩＦ領域に記録さ
れており、各画像ファイルを解析することで、検索することができる。
【００７８】
　なお、ＥＸＩＦ領域の解析には比較的長い時間が必要であるので、各画像ファイルと傷
の種類との対応関係を示すインデックスファイルを事前に生成してメモリカード１１の所
定の領域に記憶させておき、このインデックスファイルに対する検索処理によって、指定
された傷の種類と同一の傷の種類の情報が付与された画像ファイルを検索するようになっ
ていてもよい。また、傷の種類の情報はＥＸＩＦ領域に記録されるものと説明したが、傷
の種類の情報をファイル名に含めるようにしてもよく、この場合には、傷の種類およびラ
ンクを検索キーにしてファイル名の検索を行うことで、簡単に判定支援画像を得ることが
できる。
【００７９】
　なお、ＣＰＵ２１は、判定支援画像を現在指定されている検査フォルダ中から検索する
ものと説明したが、同一階層の他の検査フォルダ内から検索してもよく、あるいは上位階
層の他の検査フォルダ内から検索してもよい。
【００８０】
　ＣＰＵ２１は、検査者が指定した傷の種類及び傷のランクを検索キーとした検索では判
定支援画像が検索できなかった場合には、処理をステップＳ５からステップＳ１１に移行
して、検査者によって指定された傷の種類及びランクを確定してその情報を静止画の画像
ファイルに付与して、メモリカード１１に記憶する。
【００８１】
　ＣＰＵ２１は、検索の結果、該当する画像ファイルが存在した場合には、ステップＳ６
において、ＬＣＤ４の表示画面４ａ上に判定支援画像を表示する。
【００８２】
　図８はこの場合の表示例を示しており、表示画面４ａ上に検査画像６４と過去画像から
抽出された判定支援画像６５とが表示される。なお、現在の検査画像６４は、図６及び図
７の検査画像６１に対応するものであり、クラック６４ａはクラック６１ａに対応する。
判定支援画像６５には、ブレードに生じたクラック６５ａの画像部分が含まれる。
【００８３】
　更に、ＣＰＵ２１は、表示画面４ａの下端に、検査者の評価判定の判断が正しかったか
否かを指示するための判定指示表示６６を表示する。図８の例では、判定指示表示６６と
して、別の判定支援画像を表示させるための「別画像」、検査者の評価判定の判断が正し
かったことを示す「ＯＫ」及び検査者の現在の評価判定を採用せず評価判定を再度実施す
ることを示す「ＮＧ」の３種類の指示表示が表示されている。図８では、実線は選択され
ている指示表示を示し、破線は選択されていない指示表示を示している。
【００８４】
　検査者は、現在検査画像６４のクラック６４ａの状態と抽出された判定支援画像６５の
クラック６５ａの状態を比較することで、傷の種類及びランクについての自己の評価判定
が正しかったか否かを判断する。検査者は、他の判定支援画像を見たい場合には、指示表
示６６の「別画像」を選択して実行させる。
【００８５】
　ＣＰＵ２１は、ステップＳ７において、ユーザの操作があったか否かを判定している。
ユーザ操作があった場合には、ＣＰＵ２１は、ステップＳ８において判定支援画像の変更
操作であるかを判定し、ステップＳ９において自己の評価判定の正誤の指示操作であるか
を判定する。ユーザが「別画像」の指示操作を行うと、ＣＰＵ２１は、ステップＳ８から
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ステップＳ１０に移行して、別の判定支援画像があるか否かを判定する。別の判定支援画
像が存在する場合には、ＣＰＵ２１はステップＳ６に処理を戻して、別の判定支援画像を
表示させる。なお、別の判定支援画像が存在しない場合には、ＣＰＵ２１はステップＳ７
に処理を戻して、ユーザ操作の待機状態となる。
【００８６】
　ユーザが図８の「ＮＯ」の指示操作を行うと、ＣＰＵ２１は、ステップＳ９からステッ
プＳ３に処理を戻す。即ち、ＣＰＵ２１は、ステップＳ３，Ｓ４において、ユーザに再度
傷の種類及びランクを選択させる。ＣＰＵ２１は、ユーザが指定した傷の種類及びランク
に対応した過去画像を再度抽出して表示させ、評価判定が正しかったか否かをユーザが判
断するための支援を行う。
【００８７】
　ユーザが図８の「ＯＫ」の指示操作やＲＥＣボタンの押下操作を行うと、ＣＰＵ２１は
、ステップＳ９からステップＳ１１に処理を移行して、検査者が指定した傷の種類及びラ
ンク（判定結果）を確定して検査結果とする。ＣＰＵ２１は、撮像ユニット４１からの検
査画像（静止画）の画像ファイルに確定した傷とランクの情報を付加してメモリカード１
１に記録する。こうして、検査者は、現在取得している検査画像と同一の傷の種類及びラ
ンクの過去画像とを比較することによって、評価基準に適合した検査を比較的容易に行う
ことができる。
【００８８】
　なお、図６から図８ではユーザの選択操作等のためのボタン表示を表示画面４ａの下端
に表示させる例を示したが、これらの表示はポップアップウィンドウやプルダウンメニュ
ーなどの各種表示方法によって表示してもよい。
【００８９】
　また、図６から図８の選択及び指示操作は、操作部５だけでなくタッチパネル３２を用
いて行うこともできる。例えば、ジョイスティック５ａに代えて、所謂、十字キー、上下
左右キー等でもよい。さらに、ＬＣＤ４の表示画面４ａ上にソフトウエアで生成された十
字キー、上下左右キー等を表示させてタッチパネル３２による操作によって、選択及び指
定操作を行ってもよい。
【００９０】
　なお、上述した説明では、判定支援画像の表示方法として、検査画像を左側、判定支援
画像を右側に表示する例について説明したが、以下の各表示及びその組み合わせによる表
示を採用してもよい。
【００９１】
　検査画像と判定支援画像のいずれかの画像を拡大（ズーム）したりスクロール表示にて
見る位置を切り替える。　
　検査画像と判定支援画像の一方の画像を全面表示し、他方の画像を一方の画像上に透過
することなく子画面表示する。　
　検査画像と判定支援画像の一方の画像表示領域を拡大し、他方の画像を縮小して表示す
る。　
　検査画像と判定支援画像とで画像表示位置の左右、上下を切り替えて表示する。　
　検査画像と判定支援画像の画像を回転させて表示する。　
　検査画像と判定支援画像の一方の画像上に、他方の画像を透過させて重ねて表示する。
【００９２】
　このように本実施の形態においては、撮影されて取得された検査画像に対して検査者が
指定した傷の種類及びランクに対応する過去画像を表示させており、検査者が検査の評価
基準に適合した評価判定を行うことを支援することができる。
【００９３】
（変形例）
　図９は変形例を示すフローチャートである。図９において図４と同一の手順には同一符
号を付して説明を省略する。上述した実施の形態においては、判定支援画像として過去画
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像を検索して表示する例について説明した。本変形例は、判定支援画像として過去画像だ
けでなくリファレンス画像も表示すると共に、表示順に優先順位を付けた例を示している
。
【００９４】
　図４はステップＳ５によって、傷の種類及びランクに一致する判定支援画像の有無を判
定したが、本変形例の図９ではステップＳ１５～Ｓ１７によって判定を行う。ステップＳ
１５において、ＣＰＵ２１は同一機材について傷の種類及びランクに一致する過去の検査
画像が存在するか否かを判定する。ＣＰＵ２１は、ステップＳ５において同一機材につい
て同一部位の判定支援画像が存在する場合には、当該判定支援画像をＬＣＤ４の表示画面
４ａ上に表示する（ステップＳ６）。
【００９５】
　同一機材についての同一部位の判定支援画像が存在しない場合には、ＣＰＵ２１は次の
ステップＳ１６において、検査する機材と同じタイプの機材について傷の種類及びランク
に一致する同一部位の過去の検査画像が存在するか否かを判定し、存在する場合には当該
判定支援画像を表示画面４ａ上に表示する。
【００９６】
　同一タイプ機材についての同一部位の判定支援画像が存在しない場合には、ＣＰＵ２１
は、次のステップＳ１７において、傷の種類及びランクに一致する同一部位のリファレン
ス画像が存在するか否かを判定し、存在する場合には当該判定支援画像を表示画面４ａ上
に表示する。ＣＰＵ２１はステップＳ１７において同一部材のリファレンス画像が存在し
ないと判定した場合には、処理をステップＳ１１に移行する。
【００９７】
　なお、図９の例では同一部位の過去画像、またはリファレンス画像が存在する場合にの
み判定支援画像として表示する例を説明したが、異なる部位についての過去画像、または
リファレンス画像が存在する場合においてもこの画像を判定支援画像として表示するよう
にしてもよい。
【００９８】
　他の作用は図４と同様である。
【００９９】
　なお、判定支援画像としていずれの種類の画像を表示されているかを明確にするために
、判定支援画像上に、「同一機材」、「同タイプ機材」、「リファレンス」等の文字表示
を表示させるようにしてもよい。このような表示によって検査者が判定支援画像として表
示している画像の種類を誤認識することを防ぐことができる。
【０１００】
　このように本変形例では、判定支援画像として、同一機材の判定支援画像、同タイプ機
材の判定支援画像、リファレンス画像の順で選択して表示する。同一機材の同一部位の過
去画像は、検査時に検査画像と見比べた場合には、評価判定が極めてやりやすいと考えら
れ、検査基準として用いる画像として極めて有効である。一方、必ずしも同一機材の同一
部位の過去画像が存在するとは限らないので、同一機材でなくても同一タイプ機材の過去
画像を判定支援画像として採用し、更に、リファレンス画像も利用することで、検査の評
価基準として用いる画像がなくて評価基準が曖昧になることを防止することができる。
【０１０１】
（変形例）
　図１０は変形例を示すフローチャートである。図１０において図４と同一の手順には同
一符号を付して説明を省略する。上述した実施の形態においては、ステップＳ３において
ユーザによる傷の種類の指定を受け付けた。本変形例は、傷の種類の指定の間違いを防止
するために、傷の種類の選択を支援する代表画像を表示させるものである。
【０１０２】
　図１０はステップＳ３に代えてステップＳ２１～Ｓ２３によって、傷の種類の指定を可
能にするものである。ＣＰＵ２１は、ステップＳ２において、検査部位の静止画を取得し



(16) JP 2019-56764 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

て表示すると、ステップＳ２１において、例えば傷の種類の選択のための選択表示を表示
させて、ユーザによる傷の種類の選択操作を受け付ける。ユーザが傷の種類を指定すると
、ＣＰＵ２１は、メモリカード１１に記録されている傷の種類についての代表画像を読み
出して、ＬＣＤ４の表示画面４ａ上に表示させる（ステップＳ２２）。
【０１０３】
　図１１は代表画像の表示例を示す説明図である。図１１においては、表示画面４ａの左
側に現在の検査画像６４が表示され、右側に代表画像７１が表示される。表示画面４ａの
下端には、傷の種類を選択するための選択表示７２が表示されている。選択表示７２では
、傷の種類として、クラック、へこみ、はがれ、欠け、腐食の５種類を指定可能な例を示
している。図１１では実線によってユーザが選択していることを示し、破線はユーザが選
択していないことを示している。図１１の例ではユーザが傷の種類として「欠け」を選択
した例を示しており、「欠け」の代表画像７１が表示されている。代表画像７１は、傷の
位置を明確にするために傷を囲む円表示７３が表示されている。
【０１０４】
　ユーザは、検査画像と代表画像とを比較することで、傷の種類についての自分の指定が
正しかったか否かの判断が容易となる。図１１の例では、検査画像６４のクラック６４ａ
と円表示７３において囲った「欠け」とは傷の種類が異なることが明確であり、ユーザは
自分の傷の指定が間違っていたことを容易に判断することができる。
【０１０５】
　ユーザは検査画像の傷と代表画像の傷とを参照することで、自分の傷の指定が間違って
いたものと判断すると、傷の選択の指定のやり直しのための操作を行う。ＣＰＵ２１は、
ユーザが自分の判断が正しかったか否かについてのユーザ操作を受け付けており、ステッ
プＳ２３において、指定が間違っていたことを示すユーザ操作があったものと判定すると
、処理をステップＳ２１に戻して、傷の種類に対するユーザの指定操作を受け付ける。Ｃ
ＰＵ２１は、ユーザが自分の判断が正しかったことを示すユーザ操作があったものと判定
すると、処理をステップＳ２３からステップＳ４に移行して、傷の種類についてユーザに
よって指定された傷の種類を確定し、次に傷のランクの指定操作を受け付ける。
【０１０６】
　他の作用は図４と同様である。
【０１０７】
　このように本変形例では、傷の代表画像を表示させていることから、ユーザが傷の種類
の選択を間違うことを防止することができる。
【０１０８】
　なお、上述した説明では、代表画像の表示方法として、検査画像を左側、代表画像を右
側に表示する例について説明したが、検査画像と判定支援画像との表示の場合と同様に、
上述した各種表示及びその組み合わせを採用してもよい。
【０１０９】
（第２の実施の形態）
　図１２は第２の実施の形態を示すブロック図である。図１２において図２と同一の構成
要素には同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態は、画像データの記録先として
、外部機器であるサーバ上の記録媒体を採用する例を示しており、検査画像、過去画像及
びリファレンス画像の全部又は一部をサーバ上の記録媒体に記憶させるものである。なお
、サーバ側に検査画像、過去画像及びリファレンス画像の全てを記録させる場合には、本
体部２に装着するメモリカードや本体部２に内蔵する図示しないメモリは省略してもよい
。
【０１１０】
　サーバからの画像の転送には、本体部２内のバス２４を介した画像転送よりも低速の無
線伝送路等が採用される。このため、過去画像の読み出しに比較的長時間を要し、画像転
送時間によって検査時間が長時間となることがある。そこで、本実施の形態においては、
必要と考えられる過去画像を推定して、サーバから本体部２に事前に転送しておくことで
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、検査時間の短縮を図るものである。
【０１１１】
　本体部２には、バス２４に接続されたＩ／Ｆ７５を介して無線通信部７６が接続されて
いる。無線通信部７６は、外部機器との間で無線による通信が可能である。Ｉ／Ｆ７５は
、ＣＰＵ２１からのデータを無線通信部７６に供給すると共に、無線通信部７６の受信デ
ータをＣＰＵ２１に供給するようになっている。
【０１１２】
　サーバ８０は、ＣＰＵ８１を備えており、ＣＰＵ８１はサーバ８０内の各部を制御する
。サーバ８０は無線通信部８２を備えており、無線通信部８２は本体部２の無線通信部７
６との間で無線通信を行って、データの授受を行う。ＣＰＵ８１は無線通信部８２が受信
したデータをハードディスクやメモリ媒体等により構成されるデータ蓄積部８４に与えて
記憶させると共に、データ蓄積部８４から読み出したデータを無線通信部８２を介して本
体部２の無線通信部７６に送信させることができるようになっている。
【０１１３】
　ＣＰＵ８１は、本体部２のＣＰＵ２１から検査画像の記録先である検査フォルダについ
ての指示が発生すると、当該指示に基づいてデータ蓄積部８４を制御する。これにより、
データ蓄積部８４に、所定の検査フォルダを作成することができると共に、検査画像の記
録先のフォルダをユーザ操作に基づいて切換えることもできるようになっている。
【０１１４】
　ＣＰＵ８１は、本体部２から検査画像が送信されると、この検査画像をデータ蓄積部８
４に与えて、ユーザにより指定された検査フォルダに記録する。また、ＣＰＵ８１は、本
体部２から判定支援画像や代表画像等の転送要求が発生した場合には、これらの画像の抽
出のための情報を画像抽出部８３に与えて、これらの画像の抽出を指示する。画像抽出部
８３は、ＣＰＵ８１に制御されて、データ蓄積部８４から画像を抽出して、ＣＰＵ８１に
与える。ＣＰＵ８１は、抽出された画像を無線通信部８２を介して本体部２に転送するよ
うになっている。
【０１１５】
　更に、本実施の形態においては、ＣＰＵ８１は、無線通信部８２，７６を介して受信さ
れたデータに基づいて、データ蓄積部８４から読み出すべきデータを予測し、画像抽出部
８３によってデータ蓄積部８４から予測したデータを抽出させて、本体部２に転送するよ
うになっている。
【０１１６】
　例えば、ＣＰＵ８１は、本体部２のＣＰＵ２１から検査画像の記録先である検査フォル
ダが指定されると、当該検査フォルダに格納されている過去画像のうち傷が生じているこ
とを示すランクの情報（ファイルマーク）が付加させている画像ファイルの読み出しを画
像抽出部８３に指示する。画像抽出部８３によって指定された画像ファイルが抽出される
と、ＣＰＵ８１は、抽出された画像ファイルを無線通信部８２，７６を介して本体部２に
転送する。この場合には、本体部２のＣＰＵ２１は、転送された画像ファイルを例えばＲ
ＡＭ２３に格納しておくようになっている。これにより、ＣＰＵ２１は、検査画像と過去
画像とを表示する場合には、ＲＡＭ２３に記憶されている過去画像を読み出して表示に用
いればよく、サーバ８０からの画像読み出しに要する時間により検査時間が増大すること
を抑制することができる。
【０１１７】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図１３を参照して説明する。図
１３は第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートである。図１３において
図４と同一の手順には同一符号を付して説明を省略する。
【０１１８】
　図１３のステップＳ１において、ユーザが検査フォルダを指定すると、ＣＰＵ２１は、
指定された検査フォルダの情報を無線通信部７６を介してサーバ８０に送信する。ＣＰＵ
８１は、無線通信部８２を介して検査フォルダの情報が与えられると、以後、本体部２か
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ら送信される検査画像を指定された検査フォルダに記録するように設定する。
【０１１９】
　更に、本実施の形態においては、ＣＰＵ８１は、ＣＰＵ２１が判定支援画像の検索を行
う前に、画像抽出部８３を制御して、指定された検査フォルダに格納されている過去画像
のうち、傷等が生じている検査対象の画像を抽出させる。画像抽出部８３は、例えば、フ
ァイル名に含まれるファイルマークによって、抽出する画像を検索する。ＣＰＵ８１は、
画像抽出部８３によって抽出された画像を無線通信部８２を介して本体部２に転送する（
ステップＳ３１）。本体部２のＣＰＵ２１は、転送された過去画像を例えばＲＡＭ２３に
記憶させる。
【０１２０】
　ユーザは、ライブ画像を見ながら検査部位に到達したか否かを確認しながら、挿入部７
の先端部８を移動させて検査部位を探す。挿入部７が検査部位の撮影位置に到達すると、
ユーザは、撮影部位を決定して撮影のためのフリーズボタンの押下操作を行う。ユーザの
検査フォルダの指定操作から検査部位の撮影操作を行うまでの期間は比較的長く、ＣＰＵ
２１は、この間に過去画像の多くを本体部２に転送することができる。
【０１２１】
　ステップＳ３，Ｓ４において、ユーザが傷の種類及びランクを指定すると、ＣＰＵ２１
はこの傷の種類及びランクを検索キーとして、ＲＡＭ２３に格納されている過去画像から
傷の種類及びランクが一致する画像を判定支援画像として抽出して、ＬＣＤ４の表示画面
４ａ上に表示する。サーバ３０のデータ蓄積部８４内の検査フォルダに記録されている過
去画像のうち判定支援画像として表示される可能性のある画像については事前にＲＡＭ２
３に転送されており、ユーザによる傷の種類とランクの指定から比較的短時間に、判定支
援画像を表示画面４ａ上に表示することができる。
【０１２２】
　ＣＰＵ２１は、ステップＳ１１において画像ファイルを記録する処理を行う。この場合
には、ＣＰＵ２１は、記録すべき情報を無線通信部７６を介してサーバ８０に転送する。
サーバ８０のＣＰＵ８１は、検査画像の画像ファイルをデータ蓄積部８４に与えて対応す
る検査フォルダに記録させる。
【０１２３】
　ＣＰＵ２１は、ステップＳ１１において画像ファイルを記録する処理が終了すると、次
のステップＳ３２において検査終了の指示が行われたか否かを判定する。検査終了が指示
された場合には処理を終了し、指示されていない場合にはステップＳ３３において、検査
部位に対応する検査フォルダの指定が変更されたか否かを判定する。検査フォルダが変更
されていない場合には処理をステップＳ２に戻して、次の検査画像（静止画）について、
同様の処理を繰り返す。検査フォルダが変更された場合には、ＣＰＵ２１は、処理をステ
ップＳ３４に移行して、サーバ８０から転送されたＲＡＭ２３に格納された検査画像（静
止画）を消去し、ユーザによって新たに指定された検査フォルダの情報をサーバ８０のＣ
ＰＵ８１に転送する。
【０１２４】
　他の作用は図４と同様である。
【０１２５】
　このように本実施の形態においては、画像ファイル等のデータを本体部から外部機器に
転送して記録する。この場合において、例えば検査フォルダが指定されると、外部機器の
指定された検査フォルダに格納されている過去画像のうち、傷等の異常を有する検査対象
の過去画像を抽出して、事前に本体部に転送する。これにより、本体部は、判定支援画像
の表示を比較的短時間に行うことができ、検査時間を短縮することができる。
【０１２６】
　本明細書における各「部」は、実施の形態の各機能に対応する概念的なもので、必ずし
も特定のハードウエアやソフトウエア・ルーチンに１対１には対応しない。上記各実施の
形態では、各機能を有する仮想的回路ブロック（部）を想定して実施の形態を説明した。
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また、本実施の形態における各手順の各ステップは、その性質に反しない限り、実行順序
を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよい。さらに
、本実施の形態における各手順の各ステップの全てあるいは一部をハードウエアにより実
現してもよい。
【０１２７】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１…内視鏡装置、２…本体部、３…スコープユニット、４…ＬＣＤ、５…操作部、６…
ユニバーサルケーブル、７…挿入部、８…先端部、９…湾曲部、１０…光学アダプタ、１
１…メモリカード。

【図１】 【図２】
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